
審議事項(6) 

(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法

律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

組合を利用した投資の多様化に伴う考え方の整理(案) 
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 Q2の(2) 業務執行組合員の執行する業務が管理業務に準ずると認められる場合

（***）（ただし、当該業務執行組合員の個別貸借対照表及び個別損益計算書双方に

ついて持分相当額を計上する方法（いわゆる総額法）を採用することとする。） 

当該業務執行組合員又は

営業者(*)が支配している 

Q1の2 以下に該当する者がいる場合 

(1) 当該投資事業組合の業務の執行を決定するこ

とができる場合 

(2) 当該投資事業組合の業務執行の権限全体のう

ち、その100分の40以上、100分の50以下を

自己の計算において有している場合であっ

て、かつ、当該投資事業組合を支配している

一定の事実が認められる場合 

いいえ

出
資
者
は
支
配
し
て
い
な
い 

当該他の出資者が支配している 

はい 

（所有と経営が一致している場合） （所有と経営が一致していない場合） 
(*) ただし、匿名組合事業は営業者の個別財務諸表に反映されていることから、営業者においては当該匿名組合を子会社とする必

要はないこととなる（Q1の3ただし書き）。 

(**)出資者が投資事業組合の業務執行の権限の 100分の 40以上を有していない場合でも、出資額（又は資金調達額）の総額の半

分を超える多くの額を拠出している場合や投資事業から生ずる利益又は損失の半分を超える多くの額を享受又は負担する場合

等には、当該業務執行の権限の過半の割合を有する者は当該出資者の緊密な者に該当することが多い（Q1の3①）。 

(***)次のような場合 

①組合契約において、組合員による財務及び営業又は事業の方針及びその変更方法、これらを決定する出資者総会の定期開催など

が明確化され、業務執行組合員は単に組合員によって決定された方針を遂行するに過ぎない場合 
②当該投資事業組合に対する出資額が少なく、また、業務執行に係る適正な対価以外に、投資事業組合の投資事業から生ずる損益

の大部分が当該出資者に形式的にも実質的にも帰属しない場合 

Q2の(3) 子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三により、当該投資事業
組合が出資者等の子会社に該当しないと推定された特別目的会社の場合 

はい 

はい 

いいえ

Q2の(2) 

組合契約に従い当該投資事業

組合の財務及び営業又は事業

の方針の変更を行うことがで

きる者がいる 

いいえ 

いいえ

Q1の2(3) 以下に該当する者がいる場合

自己の計算において有している当該

投資事業組合に係る業務執行の権限（当

該業務執行の権限を有していない場合

を含む。）と、緊密な者(**)及び同意し

ている者が有している業務執行の権限

とを合わせて、当該業務執行の権限の過

半の割合を占めているときであって、か

つ、当該投資事業組合を支配している一

定の事実が認められる場合 

はい いいえ 

はい 


